
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3月 17日、琴の浦荘の落成式・祝賀会をとり行いました。 

田上市長をはじめとした来賓の皆様方や工事関係者、法人関係者など多数の方々にお越

しいただきました。地域交流ホールにて大浦諏訪神社の厳粛な神事をとり行ったあと、

パサージュ琴海に移動し、祝賀会を行いました。 

いよいよ、新しい琴の浦荘のスタートを切りました。 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（抄） 

平成 11年 3月 31日厚生省令第 46号 

注：平成 24年 3月 30日厚生労働省令第 53号改正現在 

（基本方針） 

第 33 条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重

し、入居者へのサービス提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰

を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日

常生活を営むことを支援しなければならない。 

運営理念 

地域を感じ、その人の尊厳とこれまでの生活を大切にします。 
（１） 入居者のこれまでの暮らしの継続を大切にし、自立と自己決定を尊重します。 

（２） 職員は質の高いサービスを提供するために日々自己研鑽に励みます。 

（３） 入居者のプライバシーを確保し、人権を守り、人間としての尊厳を大切にしま

す。 

（４） 「地域の中に入っていく」を合言葉に、地域交流に努め、福祉文化の向上を図

ります。 

（５） 入居者が笑顔で楽しく安心して暮らせる生活の場を目指します。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入居者様が今までの自宅での暮らしがそのまま施設で

継続できるように職員一同、がんばっていきます。よろ

しくお願いします。 

二丁目の入居者様が安らぎを日々感じていただけるよ

うな家族のような温もりのあるケアを職員一同目指して

行きたいと思っています。 

入居者様とご家族様がこれまでのような団らんができ

る雰囲気づくりを目指していきたいと思います。よろし

くお願いします。 

入居者様に安心した生活を送っていただけるだけでな

く、職員にとっても楽しいと思ってもらえるような笑顔

の絶えない五丁目を目指して行きたいと思っています。 

入居者様やご家族様にとって安らげる空間と職員にと

って仕事がしやすいと思える職場環境を作れるように努

めてまいります。 

家庭的な雰囲気のもと過ごして頂ける環境づくりを行

いながら、どなたでもまた利用したくなるような、楽し

いショートステイができるよう努めていきます。 

ショートステイがこれまでの 4床から１０床に増えました。 

家庭的な雰囲気で自宅での暮らしをそのままにお泊りすることができます。これまで以

上にご家族様のご要望にお応えできるようにしっかりと取り組んでまいります。長崎市

内をはじめ西彼町や時津町、長与町とお住まいの方でも気軽にお問い合わせください。 

3 月 24 日（日）。旧施設から新施設まで片道約 9km。関連法人の全面的支援とご

家族のご協力のもと、入居者様にとって安全と配慮ある引っ越しを一日でやり遂げる

ことができました。今後は、入居者様がおだやかに安心して暮らせる環境をさらに整

えていきます。 

 


